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今後の進め方について 

１ 全体スケジュール 

 

 

２ 令和５年度第４回法定協議会における検討内容（予定） 

⑴ パブリックコメントの実施結果について 

⑵ 岩手県地域公共交通計画（案）について 等 

 

３ パブリックコメントの実施について 

 ⑴ 趣旨 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第７項の規定に基づき、「岩手県地域公共交通

計画（素案）」について、あらかじめ、広く住民、関係者等の意見を聴取し、計画に反映させるもの。 

 

 

 

 

 ⑵ 意見募集期間（予定） 

令和５年 12月下旬 ～ 令和６年１月下旬 

 

 ⑶ 資料の閲覧場所 

① 県庁 1階 行政情報センター 

② 県庁 1階 県民室 

③ 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター 

④ 県立図書館 

⑤ 県ホームページ 

日程 会議等 
作業内容 

現行計画 次期計画 

R5 ３月 R4第１回法定協議会 ・施策評価（令和３年度実績） ・方向性、進め方等の議論 

 R5.6.20 R5第１回法定協議会  ・策定方針の議論 

 R5.9.29 第２回法定協議会 ・施策評価（令和４年度実績） ・計画骨子案の提示、議論 

 12月 県議会 12月定例会  ・情報提供（素案） 

 R5.12.25 第３回法定協議会  ・計画素案の提示、議論 

R6 ～１月 －  ・パブリックコメント実施 

 ３月 第４回法定協議会  ・計画最終案の提示、議論 

 ３月 県議会２月定例会 ・計画終了（３月末） ・情報提供（計画案） 

・計画策定 

 ４月～ －  ・計画開始 

資料４ 

※ 原則として法定協議会の開催前に、各地域別部会を開催し、振興圏ごとの意見を集約する。 

 

【地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第７項】 

地方公共団体は、地域公共交通計画を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交

通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 
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 ⑷ 意見提出方法 

住所、氏名（団体名）を記入のうえ、次の宛先に提出 

【提出先】岩手県ふるさと振興部交通政策室地域交通担当 

 ① 郵送（手紙・ハガキ）の場合 

   〒020-8570 岩手県ふるさと振興部交通政策室 

 ② ファクシミリの場合 

   019-629-5219 

 ③ 電子メールの場合 

ab0013@pref.iwate.jp 

   ※ 意見を正確に把握するため、電話や口頭による意見提出は不可とする。 

 

 ⑸ 意見の公表 

① 提出のあった意見の概要については、それに対する県の考え方とともに、プライバシーの保護

に十分留意して公表する。なお、類似している意見は集約を行う。 

② 個人情報については、岩手県地域公共交通計画の策定検討のみで利用し、第三者に提供するこ

とはない。 


